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視
察
期
間

平
成
26
年
８
月
11
・
12
日

視
察
先
と
視
察
事
項

○
静
岡
県
牧
之
原
市

議
会
基
本
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

定
例
会
の
日
程
に
つ
い
て

○
静
岡
県
島
田
市

議
会
基
本
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

◆
議
会
基
本
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

議
会
基
本
条
例
の
施
行
日
は
平
成
21
年

10
月
30
日
で
施
行
後
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

は
、
議
会
報
告
会
を
年
１
回
以
上
の
開
催
と

し
て
お
り
、市
内
全
域
に
お
い
て
平
成
22
年
、

23
年
、
24
年
度
は
榛
原
地
区
１
箇
所
、
相
良

地
区
１
箇
所
に
て
開
催
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
成
25
年
度
か
ら
は
よ
り
多
く
の
市
民
に
参

加
を
促
す
た
め
榛
原
地
区
３
箇
所
、
相
良
地

区
３
箇
所
の
開
催
と
さ
れ
、
参
加
人
数
を
増

や
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
他
議
会
基
本
条

例
に
則
し
た
委
員
会
条
例
、
会
議
規
則
、
申

し
合
わ
せ
事
項
の
見
直
し
、
議
員
研
修
会
の

実
施
、議
案
に
対
す
る
議
員
の
賛
否
の
公
表
、

議
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、
一
般
質
問
通
告

書
を
試
行
的
に
傍
聴
者
に
配
布
す
る
と
共
に

傍
聴
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、
一
般
質
問
通

告
書
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
事
前
掲
載
、
委
員
会

等
（
付
託
議
案
）
議
員
間
討
議
の
場
の
決

定
、
協
議
会
等
を
議
案
審
査
や
議
会
運
営
に

関
し
、
協
議
や
調
整
の
た
め
の
会
議
と
し
て

位
置
付
け
る
よ
う
会
議
規
則
等
の
改
正
、
当

局
と
対
面
式
と
な
る
よ
う
議
員
発
言
席
の
設

置
、
議
案
の
質
疑
に
お
い
て
発
言
の
通
告
を

し
な
い
議
員
に
お
い
て
も
質
疑
が
で
き
る
こ

と
と
し
た
、
本
会
議
（
一
般
質
問
の
み
）
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
配
信
の
施
行
、
政
治

倫
理
規
定
を
見
直
し
、
項
目
を
加
え
て
の
一

部
改
正
、
ま
た
市
民
参
加
の
し
く
み
づ
く
り

と
し
て
議
員
報
告
会
と
と
も
に
委
員
会
別
市

民
会
議
・
公
募
型
市
民
会
議
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
議
員
研
修

会
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
議
会
改
革
と
し

て
議
長
か
ら
示
さ
れ
た
事
項
は
、
議
会
基
本

条
例
の
議
会
報
告
会
に
つ
い
て
の
開
催
方
法

等
の
見
直
し
、
政
治
倫
理
規
定
の
見
直
し
、

市
民
参
加
（
市
民
会
議
の
あ
り
方
）
に
つ
い

て
、
政
策
提
言
に
つ
い
て
、
反
問
権
に
つ
い

て
、
自
由
討
議
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
の
徹

底
。
政
務
活
動
費
の
検
討
。
議
員
定
数
に
つ

い
て
の
検
討
。
な
ど
ま
だ
多
く
の
検
討
中
の

事
項
も
あ
り
ま
し
た
。

◆
議
会
基
本
条
例
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、

平
成
19
年
３
月
に
議
会
基
本
条
例
制
定
に
関

す
る
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ

れ
調
査
、
研
究
、
視
察
、
市
民
交
換
会
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
経
て
、
平
成
21
年

４
月
１
日
に
議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
な
り

ま
し
た
。施
行
後
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
は
、

制
定
後
約
５
年
が
経
過
し
、
特
別
委
員
会
に

お
い
て
議
会
基
本
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ

て
い
る
か
検
討
を
行
う
た
め
、
各
条
文
を
読

み
合
わ
せ
、
先
進
地
や
当
市
の
現
況
を
比
較

す
る
こ
と
で
実
態
と
の
相
違
を
検
証
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
改
め
て
、
開
か
れ
た
議
会
の

推
進
の
た
め
議
場
の
放
映
や
議
会
報
告
会
の

開
催
方
法
、
執
行
部
側
と
の
議
論
を
よ
り
深

め
る
た
め
反
問
権
や
島
田
市
基
本
計
画
の
議

決
に
関
す
る
条
例
な
ど
、
課
題
も
あ
り
ま
し

た
。
議
会
と
執
行
機
関
と
の
関
係
の
中
に
市

長
が
立
案
す
る
政
策
の
調
査
で
、
審
議
に
必

要
な
資
料
の
要
求
に
対
し
て
は
議
会
に
諮
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
状
で
は
資
料
の

提
供
に
つ
い
て
は
自
治
法
上
の
規
定
が
な
い

た
め
、
執
行
当
局
に
資
料
提
供
の
義
務
は
生

じ
ま
せ
ん
。議
員
相
互
の
討
議
に
つ
い
て
は
、

賛
成
・
反
対
の
結
論
に
至
る
ま
で
の
過
程
の

明
確
化
（
現
状
：
常
任
委
員
会
に
お
い
て
実

施
）
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
本
計
画
の
議
決
に

関
し
て
は
、
視
察
日
当
時
は
ま
だ
定
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
議
会
基
本
条
例
原
案
に

て
条
例
化
し
て
あ
っ
た
規
定
を
別
条
例
と
し

て
規
定
し
た
件
や
規
則
と
し
て
規
定
し
た
件

は
、
引
き
続
き
検
討
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
も
議
案
に
係
る
資
料
の
要
求

に
つ
い
て
は
、
議
会
審
議
を
よ
り
深
め
る
た

め
「
政
策
の
立
案
の
過
程
に
お
け
る
市
民
の

参
加
に
関
す
る
事
項
」、「
将
来
に
わ
た
る
政

策
の
効
果
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
」
を
加

え
る
よ
う
条
文
改
正
を
提
言
し
ま
し
た
。
議

会
報
告
会
は
、
大
き
な
市
域
で
島
田
地
区
、

金
谷
地
区
、
川
根
地
区
に
お
い
て
年
２
回
以

上
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
状
参
加
者
が
少

な
い
、
ま
た
減
少
し
て
い
る
等
、
様
々
な
課

題
も
多
く
各
種
団
体
対
象
の
報
告
会
の
開

催
。
平
成
23
年
よ
り
土
曜
日
の
午
後
７
時
開

催
と
な
っ
て
い
ま
す
。

牧
之
原
市

島
田
市

議
会
運
営
委
員
会

視
察
報
告

視
察
報
告

▲島田市


